
様式第一（第四十六条関係） 

 

引取業者      申請書 
 

※登録番号  

※登録年月日  

 

                                 令和●●年●●月●●日 

 

   広 島 市 長 

                    申請者 〒７３０－８５８６ 

                     住所 広島市中区国泰寺町一丁目６番３４号 

 
                    (ふりがな) 

                     氏名 株式会社 広島
ひろしま

自動車
じどうしゃ

 

代表取締役 広島
ひろしま

一郎
いちろう

     

 

                     （法人にあっては，名称及び代表者の氏名） 

                     電話番号 ０８２－５０４－２２２５ 

 

 使用済自動車の再資源化等に関する法律第４３条第１項の規定により，必要な書類を添えて引取業

者の登録（登録の更新）を申請します。 

役員の氏名（業務を執行する社員，取締役，執行役又はこれらに準ずる者。法人である場合に記入す

ること。） 

 

（ふりがな） 

氏   名 

 

役 職 名 

 

広島
ひろしま

一郎
いちろう

 

 

広島
ひろしま

二郎
じ ろ う

 

 

広島
ひろしま

三郎
さぶろう

 

 

 

代表取締役 

 

取締役 

 

監査役 

 

法定代理人の氏名及び住所（未成年者であり、かつ、その法定代理人が個人である場合に記入するこ

と。） 

 

（ふりがな） 

氏   名 
該当なし 

住   所 
（郵便番号） 

                 電話番号 

法定代理人の名称及び住所並びにその代表者の氏名（未成年者であり、かつ、その法定代理人が法人

である場合に記入すること。） 

 

名  称 該当なし 

（ふりがな） 

代表者の氏名 
 

住   所 
（郵便番号） 

                 電話番号 

登    録  
登録の更新 

 

● 更新の場合のみ記入してください 

● 法人の場合：登記事項証明書の所在地、商号、代表者職・氏名 

● 個人の場合：住民票の住所、氏名 

● 申請者が営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年

である場合、その法定代理人を記入してください。また、法定

代理人が法人の場合、当該法人の役員を記入してください。 

 

次の役員を記入してください。 

① 登記事項証明書に記載されている役員 

② 相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問

わず、①の役員と同等以上の支配力を有する者 

 



様式第一（２）（第四十六条関係） 

備考 １ ※印の欄は，更新の場合に記入すること。 

   ２ 事業所が複数ある場合には，「事業所の名称及び所在地」以降の欄を繰り返し設け，事業所ごとに記載するこ

と。ただし，「使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどう

かを確認する体制」の欄については，まとめて記載することも可能とする。 

   ３ 用紙の大きさは，日本工業規格 A４とすること。 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

法定代理人の役員の氏名（業務を執行する社員、取締役、執行役又はこれらに準ずる者。未成年者で

あり、かつ、その法定代理人が法人である場合に記入すること。） 

 

（ふりがな） 

氏   名 

 

役 職 名 

該当なし  

事業所の名称及び所在地 

 

名   称 ㈱広島自動車 本社工場 

所 在 地 
（郵便番号）７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町一丁目６－３４ 

                 電話番号 ０８２－２２８－２２２５ 

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうか

を確認する体制（該当するものに○をしてください。） 

 

・ 事業所ごとに使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているか

どうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有しています。 

・ 事業所ごとに使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使

用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認で

きる体制を有しています。 
 

事業所の名称及び所在地 

 

名   称 ㈱広島自動車 第二工場 

所 在 地 
（郵便番号）７３０－８５８６ 広島市中区国泰寺町一丁目６－３４ 

                 電話番号 ０８２－２２８－２２２５ 

使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうか

を確認する体制（該当するものに○をしてください。） 

 

・ 事業所ごとに使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているか

どうかを確認するための適切な方法を記載した書類を有しています。 

・ 事業所ごとに使用済自動車に搭載されているエアコンディショナーの構造に関し十分な知見を有する者が使

用済自動車に搭載されているエアコンディショナーに冷媒としてフロン類が含まれているかどうかを確認で

きる体制を有しています。 

● どちらかに○を付け、書類を添付 



※届出書のイメージ（添付書類付） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    ＋ 

登録手数料 ４，１００円 

 

 

 

 
 

法の欠格事項に該当しないこと

を説明する書面 

使用済み自動車に搭載されてい

るエアーコンディショナーにフ

ロン類が含まれているかどうか

を確認する体制を説明する書類 

登記事項証明書（個人の場合は住民票） 

 
登   録 

引取業者登録の更新申請書 

様式あり 

①確認方法を記載した書類 

もしくは 

②自動車分解整備事業者として認証されて

いること証する書類、自動車整備士、中

古車査定士等の資格証の写し、業界団体

等が行う講習会の受講証明書の写し等 

ﾎｯﾁｷｽ 


